
　

障
害
者
差
別
解
消
法
（
障
害
を

理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進

に
関
す
る
法
律
）で
は
、障
が
い
の

あ
る
人
へ
の
不
当
な
差
別
的
取
扱

い
の
禁
止
と
合
理
的
配
慮
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

合
理
的
配
慮
と
は

　

障
が
い
の
あ
る
人
か
ら
何
ら
か

の
意
思
表
明
が
あ
っ
た
場
合
に
、

「
社
会
的
障
壁
」（
バ
リ
ア
）を
取
り

除
く
た
め
に
必
要
と
な
る
配
慮

で
す
。状
況
に
合
わ
せ
て
、過
度
の

負
担
に
な
ら
な
い
範
囲
で
行
い
ま

す
。

合
理
的
配
慮
の
例

・ 

段
差
が
あ
る
場
合
に
補
助
を
し

た
り
、
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
商

品
を
取
っ
て
渡
し
た
り
す
る
。

・ 

行
列
が
で
き
た
と
き
な
ど
、
障

が
い
の
影
響
で
長
い
時
間
立
っ

た
ま
ま
で
待
つ
こ
と
が
難
し
い

人
に
は
椅
子
を
用
意
し
た
り
、

列
か
ら
離
れ
て
順
番
を
待
て
る

よ
う
に
す
る
。

誰
も
が
過
ご
し
や
す
い
社
会
を
め
ざ
し
て

人

シ

ー

権

リ

ズ

　

ど
の
よ
う
な
合
理
的
配
慮
が
必

要
か
は
、障
が
い
の
種
類
や
程
度
、

場
面
に
よ
っ
て
も
異
な
り
、
障
が

い
の
あ
る
人
と
の
対
話
が
必
要
に

な
り
ま
す
。

　

ま
た
、対
応
が
困
難
な
時
に
は
、

そ
の
理
由
を
説
明
し
、
別
の
や
り

方
を
提
案
す
る
こ
と
も
大
切
で

す
。

　

こ
う
し
た
機
会
を
通
じ
て
、
障

が
い
の
あ
る
人
と
な
い
人
が
互
い

に
理
解
し
、
人
格
と
個
性
を
尊
重

し
あ
え
る
社
会
を
実
現
で
き
る
よ

う
、
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

※ 

合
理
的
配
慮
の
事
例
に
つ
い
て

は
こ
ち
ら
で
見
る
こ
と
が
出
来

ま
す

《 

今
月
は
社
会
福
祉
課
が
担
当 

し
ま
し
た
》

→（QRコード）

介護保険制度が改正されました

※ 介護保険料の仮徴収（仮決定）の通知書を今月中旬に送付しますが、新しい保険料は所得が確定する7月以降に

適用します。

問 高齢福祉課〔保健センター〕　☎71 ● 2356　 72 ● 1481

＜平成30年４月から＞

❶ 介護保険サービスを利用したときの利用者負担  

介護報酬改定に伴って、介護保険サービスを利用

したときに支払う金額

❷介護保険料

※詳しくは市ホームページをご覧ください。

＜平成30年８月から＞

❸ これまで利用者負担が２割だった人のうち、特に

所得の高い人の負担割合が３割に

❹ 高額医療・高額介護合算制度の所得区分

ここが変わります

●合計所得金額

　収入から公的年金等控除・給与所得控除・必要経費を控除した後で
基礎控除・人的控除などの控除をする前の所得金額のことです。土地
売却などに係る特別控除がある場合は、合計所得金額から、「長期譲渡
所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した額」を用います。

１割負担

65歳以上の人

２割負担 ３割負担

本人が住民税を課
税されていない、
または生活保護を
受給している

本人の合計所
得金額が160
万円未満

❸の図

はい

未満 以上

はい

未満 以上

はい

いいえ

いいえ いいえ

同一世帯の65歳以上の人（本人含む）の
年金収入+その他の合計所得金額が

●１人の場合　280万円
●２人以上いる場合　合計346万円

同一世帯の65歳以上の人（本人含む）の
年金収入+その他の合計所得金額が

●１人の場合　340万円
●２人以上いる場合　合計463万円

本人の合計所得金
額が220万円未満
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